
平成２７年第３回霧島市農業委員会総会 

 

 

開催日   平成２７年 ３月２０日（金） 

 

開催場所  国分シビックセンター ７階 ７０１・７０２会議室 

 

出席委員  

 

 １番委員、 ２番委員、 ３番委員、 ４番委員、 ５番委員、 ６番委員、 ７番委員、 

８番委員、 ９番委員、１０番委員、１２番委員、１３番委員、１４番委員、１５番委員、 

１６番委員、１７番委員、１８番委員、１９番委員、２０番委員、２１番委員、２２番委員、 

２３番委員、２４番委員、２５番委員、２６番委員、２７番委員、２８番委員、２９番委員、 

３０番委員、３１番委員、３２番委員、３３番委員、３４番委員、３５番委員、３６番委員、 

３７番委員 

 

 

出席職員 事務局長       高 田  孝 志   農地グループ長   堀ノ内  敬 久 

振興グループ長    蔵 元  裕 治   主  査      宮 原  博 和 

主  査       原 田    聡   主  査      若 林    優 

    主任主事       中 吉  哲 平   主任主事      有 村    大 

 

補佐兼Ｇ長      田 上  政 明   主  査      蔵 元  賢 一 

主任主事       深 瀬  和香子   主任主事      砂 田  洋 一 

主  幹       喜 聞  幸一郎 

 

 

総会日程  「諸般の報告」「事務局報告」 

１「農地利用変更届」について 

２「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

３「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

４「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申出の意見決定」について 

５「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定」について 

６「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

７「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

８「強制競売の買受適格証明願（転用目的）」について 

９「あっせん申出」について 
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「開 会  午後 ２時４０分」 

 

 

 

○高田事務局長 

 姿勢を正してください。一同、礼。 

 

○議長（会長） 

 皆さんこんにちは。本日の出席委員は３６名であります。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら平成２７年第３回定例農業委員会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布の議案書のと

おりでございます。議案の修正がありますので、事務局より報告をいたします。事務局。 

 

○        〔事務局より議案書の訂正について報告〕 

 

○議長（会長） 

それでは、本日の会議録署名委員を指名いたします。７番委員、８番委員にお願いいたします。議事

に入る前に諸般の報告・事務局報告をいたします。 

 

○高田事務局長 

それでは先月の総会以降に会長等が出席しました会議等について、報告をいたします。 

 

〔４件について報告〕 

 

以上、会長等が出席した会議等の状況であります。次に、事務局報告をいたします。 

農地法第１８条第６項の規定に基づく利用権解約賃借権通知報告１４件、使用賃借権通知報告が２件、

提出されております。以上で報告を終わります。 

 

○議長（会長） 

 諸般の報告、事務局報告等が終わりました。それでは、議事に入ります。 

 

 

 

△ 議案第１号 「農地利用変更届」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第１号「農地利用変更届について」を議題といたします。当委員会に対し、農地の利用変

更に係る届出が２件なされましたので、審議を求めます。この件について現地調査が行われております

ので、調査担当委員の報告をお願いします。国分の１番、２８番委員。 
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○２８番委員 

 １号１番を報告します。 

 申請地は国分郵便局の北東に位置しており、現況は田である。申請地の北は水路、南は道路、東は道

路、西は水路である。利用変更目的は畑として使用するものである。工事内容は現状のまま利用するも

のである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思われる。以上のような理由により、

当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

 １号２番を報告します。 

 申請地は新町公民館の北東に位置しており、現況は畑である。申請地の北は通路と宅地、南は宅地、

東は宅地、西は資材置場である。利用変更目的は畑として使用するものである。工事内容は現状のまま

利用するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思われる。以上のような理

由により、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員から報告がありました。これより審議に入ります。この件について質疑・討論はあ

りませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第１号「農地利用変更届について」の届出

は妥当であるという意見ですが、受理することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第１号「農地利用変更届」を受理することに決定いたしました。 

 

 

 

△ 議案第２号 「農用地利用集積計画の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」を議題といたします。農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項に基づき、利用権設定の賃借権８６件、使用貸借権１８件の計１０４件が提出

されていますので、当委員会の意見決定について審議を求めます。ただし、利用権設定のうち７３件は、
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再設定又は認定農業者でありますので、ご承認いただくこととし、利用権設定の新規３１件について調

査担当委員の意見報告を求めます。また、溝辺の３０番は議事参与の関係で別途審議いたします。では、

利用権設定の国分の１番から４番を、２５番委員。 

 

○２５番委員 

 ２号、利用権設定の１番と２番を報告します。 

 借人が同人の為、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１５，８３４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

２号３番と４番を報告します。 

 借人が同人の為、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２，４０９㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

２号５番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１５，９７３㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番から１０番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

２号８番と９番を報告します。 

借人が同人の為、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３２，１４８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 
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２号１０番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、６，１６６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番、９番委員。 

 

○９番委員 

２号１１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２２，０４４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３１番、３５番委員。 

 

○３５番委員 

２号３１番を報告します。 

借人は、現在、１２，３５６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常

時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３２番、６番委員。 

 

○６番委員 

２号３２番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２６，６１７㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３７番、４番委員。 

 

○４番委員 

２号３７番を報告します。 
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借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４３番から４５番、２番委員。 

 

○２番委員 

２号４３番から４５番を報告します。 

借人が同人の為、まとめて報告します。また、４４番は２６年１１月定例会でのあっせん貸付分です。 

借人は、現在、６８，９０８㎡のすべてについて耕作している。また、農業生産法人であり、農作業

に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認めら

れる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

５１番、３５番委員。 

 

○３５番委員 

２号５１番を報告します。 

借人は、現在、８，１９３㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５２番から５４番、４番委員。 

 

○４番委員 

２号５２番を報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

２号５３番と５４番を報告します。 

借人が同人の為、まとめて報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ
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れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６３番、１８番委員。 

 

○１８番委員 

２号６３番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１２，４０８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７０番、３６番委員。 

 

○３６番委員 

２号７０番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３，９５６㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８４番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

２号８４番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、４，３１１㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８８番から９０番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

２号８８番と８９番を報告します。 

借人が同人の為、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、５，７３７㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで
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きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

２号９０番を報告します。 

借人は、現在、２，１９８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９１番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

２号９１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、６４，４２４㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９２番、７番委員。 

 

○７番委員 

２号９２番を報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９６番、８番委員。 

 

○８番委員 

２号９６番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、６，１４０㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９８番、４番委員。 
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○４番委員 

２号９８番を報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０４番、５番委員。 

 

○５番委員 

２号１０４番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１９，３３５㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査担当委員から意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定に

ついて」は、利用権設定の溝辺の３０番を除く新規３０件は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要

件を満たしており、妥当なものであるという意見ですが、これについて承認することに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」は、利用権設

定の溝辺の３０番を除く新規３０件を承認することに決定いたしました。 

 次に溝辺の３０番を審議いたしますので、３５番委員は退席を願います。 
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○        〔３５番委員退席〕 

 

○議長（会長） 

これも事前に現地調査が行われておりますので、担当委員の意見報告を求めます。溝辺の３０番、２

番委員。 

 

○２番委員 

２号３０番を報告します。 

借人は、現在、９，８６５㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査担当委員から意見報告がありました。質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定に

ついて」は、利用権設定の溝辺の３０番は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしており、

妥当なものであるという意見ですが、これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」は、利用権設

定の溝辺の３０番を承認することに決定いたしました。 

 ３５番委員は着席してください。 

 

○        〔３５番委員入室〕 

 

 

 

△議案第３号 「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第３条の規定による許可申請の所有権移転１８件、利用権設定の貸借権３件の、計

２１件が提出されましたので、審議を求めます。それでは議案書記載順に、調査担当委員の意見報告を
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求めます。国分の１番、２９番委員。 

 

○２９委員 

３号１番を報告します。 

申請地は毛梨野公民館の北に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３，５７５㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、９番委員。 

 

○９番委員 

３号２番を報告します。 

申請地は川原中市公民館の周辺に位置しており、現況は田１１筆と畑１筆である。申請地には所有権

以外の使用収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事す

ると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的

に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は９，８２３

㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利

用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に

該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

３号３番を報告します。 

申請地は舞鶴中学校の南西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は友人から借りるとの事です。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用

して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３，０９１㎡で下

限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確

保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番と５番、３２番委員。 
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○３２番委員 

３号４番を報告します。 

申請地は敷根保育園の南に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，２９６㎡で下限面積要件を満た

しており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる

恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるた

め、許可相当と思われる。以上です。 

 

３号５番を報告します。 

申請地は湊・長野神社の南東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は４，５１４㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、７番委員。 

 

○７番委員 

３号６番を報告します。 

申請地は塚脇小学校の北西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，８８２㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、４番委員。 

 

○４番委員 

３号７番を報告します。 

申請地は水尻公民館の南に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、
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農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１２，２６６㎡で下限面積要件を満

たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ず

る恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われる

ため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、７番委員。 

 

○７番委員 

３号８番を報告します。 

申請地は柿木自治公民館の南に位置しており、現況は畑である。申請地には受人が平成２７年１２月

までの使用収益権を設定している。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると

認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利

用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５７，８２２㎡

で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該

当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９番、１８番委員。 

 

○１８番委員 

３号９番を報告します。 

申請地は佐々木小学校の南に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５，９３０㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

３号１０番を報告します。 

申請地は持松自治公民館の北に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又



 13 

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は４，００３㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

３号１１番を報告します。 

本件は前回の現地調査で４筆あり、また、前回２筆は許可されており、今回残りの２筆が申請されて

おります。 

申請地は持松１区公民館の南南西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収

益権は設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められ

る。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕

作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３２，０２８㎡で下限面

積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しない

と思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１２番、７番委員。 

 

○７番委員 

３号１２番を報告します。 

申請地は持松４区公民館の東に位置しており、現況は田である。申請地には＊＊＊さんが、平成２７

年３月までの使用収益権を設定している。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事

すると認められる。また、農機具は、無いものについては借りるとの事です。取得後において農地及び

採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後

の耕作予定面積は３，０９４㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農

業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は

農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１３番と１４番、１番委員。 

 

○１番委員 

３号１３番と１４番を報告します。 

借人が同人の為、まとめて報告します。 

申請地は、１３番が大田小学校の東、１４番が霧島保健福祉センターの西に位置しており、どちらも
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現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は設定されていない。借人は３名で農作業を行う

もので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農

地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利

取得後の耕作予定面積は４６，３９６㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における

農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。借人は農業生産法人以外の

法人であるが、取得後において農地等を適正に利用していない場合の契約解除条件が契約書に記載され

ており、かつ地域の他の農業者との適切な役割分担のもとに継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込

まれる。また、業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると認められる。以上のような理

由により、当申請は農地法第３条第２項の第２号に該当するが、同条第３項の例外規定のすべてを満た

すため許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１５番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

３号１５番を報告します。 

申請地は狭名田自治公民館の北東に位置しており、現況は田である。申請地には受人が平成３０年１

月までの使用収益権を設定している。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事する

と認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に

利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，７７０㎡

で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該

当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１６番、７番委員。 

 

○７番委員 

３号１６番を報告します。 

申請地は野上自治公民館の北西に位置しており、現況は不耕作地である。申請地には所有権以外の使

用収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認め

られる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用し

て耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３，４０１㎡で下限

面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１７番、３４番委員。 
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○３４番委員 

３号１７番を報告します。 

申請地は松山公民館の南に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５，００３㎡で下限面積要件を満た

しており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる

恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるた

め、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１８番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

３号１８番を報告します。 

申請地は霧島市水道部の西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，８７９㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１９番と２０番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

３号１９番と２０番を報告します。 

受人が同人の為、まとめて報告します。 

申請地は１９番が松永幼稚園の南、２０番が宇都公民館の南に位置しており、現況はどちらも田であ

る。申請地には所有権以外の使用収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要

な農作業に常時従事すると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放

牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作

予定面積は２，９３１㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法

第３条第２項の各号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２１番、５番委員。 
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○５番委員 

３号２１番を報告します。 

申請地は割子田公民館の北西に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，２１５㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第３号、「農地法第３条の規定による許可

申請の処分決定について」は、農地法第３条第２項の各号に該当しないため許可相当という意見ですが、

これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第３号、「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定につい

て」は、許可することに決定いたしました。 

 

 

 

△議案第４号 「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定について」を議題とします。農業

振興地域整備計画に係る農用地利用計画の一部変更について、市長より意見を求められておりますので、

当委員会での審議を求めます。今回は農振除外の３件と用途変更の２件の計５件が提出されましたが、

農振除外の福山の３番が取下げとなりましたので、残り４件について、審議をお願いします。この件に
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ついて現地調査が行われておりますので調査担当委員の説明をお願いします。農振除外、溝辺の１番、

５番委員。 

 

○５番委員 

４号農振除外の１番を報告します。 

申請地は麓原自治公民館の南西に位置しており、現況は田である。申請地の北は田、南は田、東は田、

西は山林である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があり、除外目的に

通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地の検討結果は妥当である。

農用地の外周部に１辺接続している。除外することで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はな

いと思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用

地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされ

た土地でないため問題ないと思われる。また、除外されたと仮定した場合、申請地は２種農地のその他

の農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由によ

り、除外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

４号２番を報告します。 

申請地は比曽木野地区公民館の南西に位置しており、現況は畑である。申請地の北は里道、南は山林、

東は畑、西は山林である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があり、除

外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地の検討結果は妥当

である。農用地の外周部に２辺以上接続している。除外することで農用地の集団化や、農作業の効率化

への影響はないと思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思

われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は土地改良事

業等がなされた土地でないため問題ないと思われる。また、除外されたと仮定した場合、申請地は２種

農地のその他の農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のよ

うな理由により、除外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 用途変更、国分の１番、９番委員。 

 

○９番委員 

４号用途変更の１番を報告します。 

申請地は川原小学校の西に位置しており、現況は田である。申請地の北は道路、南は田、東は宅地、

西は田である。用途区分変更目的は農工具置場及び作業場にするものである。周囲の農地の用水路及び

排水路は確保されている。申請地は農用地の外周部に位置しており、用途区分変更することで、周囲の

農地に及ぼす影響は軽微であると思われ、用途区分変更はやむを得ないものと思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

 ２番、４番委員。 

 

○４番委員 

４号用途変更の２番を報告します。 

申請地は迫間公民館の南東に位置しており、現況は雑種地である。申請地の北は畑、南は道路、東は

畑、西は宅地である。用途区分変更目的は野菜集荷場にするものである。周囲の農地の用水路及び排水

路は確保されている。申請地は農用地の外周部に位置しており、用途区分変更することで、周囲の農地

に及ぼす影響は軽微であると思われ、用途区分変更はやむを得ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員から説明がなされましたが、質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更

申出の意見決定について」の農振除外の２件、用途変更の２件は、許可という意見です。これについて

承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定につい

て」の農振除外の２件、用途変更の２件は、許可という意見を市長に答申することに決定しました。 

 

 

 

△ 議案第５号 「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定」について 

 

 次に、議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定について」を議題とします。

当委員会に対し、農地転用許可後の転用事業の促進等に関する事務処理に基づく農地転用事業計画変更

承認申請が２件提出されましたので、この処分について審議を求めます。この件について、現地調査が

行われておりますので、調査担当委員の説明をお願いします。国分の１番、９番委員。 

 

○９番委員 

５号１番を報告します。 

申請地は霧島市役所の南西に位置しており、現況は田である。申請地の東は田、西は道路、南は雑種

地、北は田である。転用目的は駐車場を建設するものである。農地区分は住宅の用若しくは事業の用に

供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区



 19 

域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当するものと思わ

れる。周囲の農地の用水路及び排水路は確保されている。周囲の農地に与える影響は変更前と比較して

同程度であり、また、その必要性・確実性もあると思われるため、事業計画変更についてはやむを得な

いものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

５号２番を報告します。 

申請地は敷根地区集会場の北西に位置しており、現況は田である。申請地の東は田、西は道路、南は

田、北は道路である。転用目的は建売住宅２棟を建設するものである。農地区分は他のいずれの要件に

も該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当するものと思われる。周囲の農地の用水路及び排水

路は確保されている。家庭用排水は浄化槽を通じて水路に流す計画で問題ないものと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員から説明がなされましたが、質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見

決定並びに許可決定について」は、事業計画変更はやむを得ないという意見です。これについて許可す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定に

ついて」は、許可することに決定しました。 

 

 

 

「休 憩  午後 ３時４０分」 

「再 開  午後 ３時５０分」 

 

 

 

△ 議案第６号 「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 
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○議長（会長） 

 次に、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第４条の規定による許可申請が９件提出されましたので、この処分について審議を

求めます。この件について、現地調査が行われておりますので、調査担当委員の説明をお願いします。

国分の１番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ６号１番について報告します。 

 申請地は東国分保育園の東に位置し、現況は宅地である。なお、平成２３年９月頃、倉庫を建築して

しまったという始末書が添付されています。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は

公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模が

おおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。資金の調達につ

いては転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は農業用倉庫を建設するものであり、建設済みで

ある。計画面積は３９０㎡であり、農業用倉庫に利用するためには相当な面積であると思われる。申請

地の東は荒地、西は荒地、南は道路、北は田である。隣接地については被害防除計画書に記載してある

措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、２番委員。 

 

○２番委員 

６号２番を報告します。 

 申請地は中部共済組合の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しな

い農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問

題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするもので

あり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，１１６㎡であり、申請地にクヌ

ギ２００本を植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は畑、西は宅地、南は山林、北

は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われ

る。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ３番、５番委員。 

 

○５番委員 

６号３番を報告します。 

 申請地は麓原公民館の北西に位置し、現況は畑である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供

する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域

で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。
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資金の調達については自己資金と融資であるため問題ないと思われる。また、資金証明、融資証明も添

付されている。法定小作人なし。転用目的は太陽光発電施設を建設するものであり、計画性も妥当であ

るため実現は確実と思われる。計画面積は６７５㎡であり、太陽光パネル８０枚、総出力２０ｋｗの太

陽光発電施設を設置するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は畑、南は宅地、

北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思わ

れる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ４番、７番委員。 

 

○７番委員 

６号４番を報告します。 

 申請地は牧園１０区公民館の北東に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は太陽光発電

施設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は６２６㎡であ

り、また、隣接地の宅地、４９０．３６㎡を一体利用するもので、全体計画面積は１，１１６．３６㎡

である。太陽光パネル２４０枚、総出力４９．５ｋｗの太陽光発電施設を設置するためには相当な面積

であると思われる。申請地の東は田、西は畑、南は宅地、北は雑種地である。隣接地については被害防

除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用は

やむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ５番と６番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

６号５番を報告します。 

 申請地は小浜里中下公民館の西に位置し、現況は山林である。なお、平成２７年２月頃、植林してし

まったという始末書が添付されています。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農

地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については植林済みのため不要。法定小作人なし。

転用目的は山林にするものであり、植林済みである。計画面積は２３４㎡であり、申請地に全て植林済

みであり、相当な面積があると思われる。申請地の東は山林、西は山林、南は山林、北は宅地及び山林

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

６号６番を報告します。 

 申請地は松山公民館の東に位置し、現況は宅地である。なお、平成７年１０月頃、宅地にしてしまっ

たという始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内

にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については施行済

のため不要。法定小作人なし。転用目的は宅地拡張するものであり、実現済みである。計画面積は１９
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５㎡であり、また、隣接地の宅地２２９㎡を一体利用するもので、全体計画面積は４２４㎡である。宅

地拡張に利用するためには妥当であると思われる。申請地の東は田、西は道路、南は用水路、北は宅地

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ７番と８番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

６号７番を報告します。 

 申請地は見次公民館の北西に位置し、現況は山林である。なお、平成５年３月頃、植林してしまった

という始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内に

ある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については植林済の

ため不要。法定小作人なし。転用目的は山林にするものであり、植林済みである。計画面積は４９０㎡

であり、申請地にすべて植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は宅地、西は畑、南

は宅地、北は日豊線のＪＲ敷地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるた

め支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

６号８番を報告します。 

 申請地は見次公民館の北西に位置し、現況は宅地である。なお、平成５年３月頃、倉庫を建設してし

まったという始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区

域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については建

設済のため不要。法定小作人なし。転用目的は農業用倉庫を建設するものであり、建設済みである。計

画面積は４７８㎡であり、農業用倉庫に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は

道路、西は日豊線のＪＲ敷地、南は道路、北はＪＲ敷地である。隣接地については被害防除計画書に記

載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ない

と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ９番、３７番委員に代わり３３番委員。 

 

○３３番委員 

６号９番を報告します。 

 申請地はＪＲ表木山駅の南に位置し、現況は山林である。なお、平成１５年３月頃、ツゲの木を植林

してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、表木山駅の５００ｍ以内の区域内にある

農地のため、２種農地の５００ｍ以内農地に該当すると思われる。資金の調達については植林済のため

不要。法定小作人なし。転用目的は山林にするものであり、植林済みである。計画面積は８５１㎡であ

り、申請地に全て植林済みであり相当な面積があると思われる。申請地の東は田、西は道路、南は道路、

北は田と道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないもの

と思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第６号「農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定について」は、やむを得ないということで許可という意見です。これについて許可するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可するということに決定します。つきましては、２６日開催の県農業会議に諮問いたします。 

 

 

 

△ 議案第７号 「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第５条の規定による許可申請が２１件出されましたが、霧島の１５番が取下げとな

りましたので、残り２０件の審議を求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、調査担

当委員の報告を求めます。国分の１番、７番委員。 

 

○７番委員 

 ７号１番について報告します。 

 申請地は重久公民館の北東に位置し、現況は宅地である。なお、４０年程前に倉庫を建築してしまっ

たとの始末書が添付されています。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のそ

の他の農地に該当すると思われる。資金の調達については建築済のため不要。法定小作人なし。転用目

的は倉庫を建設するものであり、建設済みである。計画面積は２６８㎡であり、また、隣接地の宅地７

５５．７３㎡を一体利用するもので、全体計画面積は１，０２３．７３㎡である。倉庫に利用するため

には相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は墓地、南は宅地、北は山林である。隣接地
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については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番と３番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

 ７号２番について報告します。 

 申請地は国分中央高校の南に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は福祉施設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は４２０㎡であり、また、隣接地の宅地、１２４．１８㎡を一体利用するもので、その同

意は得られている。全体計画面積は５４４．１８㎡である。福祉施設に利用するためには相当な面積で

あると思われる。申請地の東は水路、西は５条申請地、南は水路、北は雑種地である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

 ７号３番について報告します。 

 申請地は国分中央高校の南に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は保育所、園庭及び駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現

は確実と思われる。計画面積は５７０㎡であり、また、隣接地の宅地４０６．８２㎡を一体利用するも

ので、その同意は得られている。全体計画面積は９７６．８２㎡である。保育所、園庭及び駐車場に利

用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は雑種地、南は５条申請地、北は

宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われ

る。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番と５番、９番委員。 

 

○９番委員 

 ７号４番について報告します。 

 申請地は霧島市役所の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供

する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域

で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は５９３㎡であり、また、隣接地の宅地、９，２０９．５７㎡を一体利用するもので、全
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体計画面積は９，８０２．５７㎡である。車３０５台分の駐車場に利用するためには相当な面積である

と思われる。申請地の東は田、西は道路、南は雑種地、北は田である。隣接地については被害防除計画

書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを

得ないと思われる。以上です。 

 

 ７号５番について報告します。 

 申請地は霧島市役所の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供

する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域

で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的はデイケア施設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と

思われる。計画面積は６４０㎡であり、また、隣接地の宅地、４０４．３６㎡を一体利用するもので、

その同意は得られている。全体計画面積は１，０４４．３６㎡である。デイケア施設を建設するために

は相当な面積であると思われる。申請地の東は雑種地、西は田、南は雑種地、北は水路である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

 ７号６番について報告します。 

 申請地はイオン霧島店の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は共同住宅及び駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実

と思われる。計画面積は３７９㎡であり、共同住宅及び駐車場を建設、利用するためには相当な面積で

あると思われる。申請地の東は不耕作地、西は道路、南は道路、北は宅地である。隣接地については被

害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転

用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、９番委員。 

 

○９番委員 

 ７号７番について報告します。 

 申請地は国分郵便局の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供

する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域

で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法
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定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は２，０６６㎡であり、車６７台分の駐車場に利用するためには相当な面積であると思わ

れる。申請地の東は用悪水路、西は宅地、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画

書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを

得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番と９番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

 ７号８番について報告します。 

 申請地は陸上自衛隊国分駐屯地の南東に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１８年１１月頃、

通路及びカーポートを建築してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域

内で用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思

われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は宅地拡張するものであ

り、拡張済みである。計画面積は１４５㎡であり、また、隣接地の宅地、３４５．８５㎡を一体利用す

るもので、全体計画面積は４９０．８５㎡である。一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思わ

れる。申請地の東は道路と畑、西は宅地、南は畑と宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除

計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はや

むを得ないと思われる。以上です。 

 

 ７号９番について報告します。 

 申請地は霧島市公設地方卸売市場の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区

域内で用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると

思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付され

ている。法定小作人なし。転用目的は宅地拡張するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と

思われる。計画面積は１８８㎡であり、また、隣接地の宅地３５５㎡を一体利用するもので、全体計画

面積は５４３㎡である。一般住宅はおおむね５００㎡であり、超過面積の理由書は添付されているため

妥当と思われる。申請地の東は荒地、西は宅地と不耕作地、南は水路、北は荒地である。隣接地につい

ては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由によ

り、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

 ７号１０番について報告します。 

 申請地は敷根地区集会場の北西に位置し、現況は田である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当

しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるた

め問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅２棟



 27 

を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は７８０㎡であり、

また、隣接地の雑種地及び宅地４８８．４７㎡を一体利用するもので、その同意は得られている。全体

計画面積は１，２６８．４７㎡である。建売住宅２棟を建設するには相当な面積であると思われる。申

請地の東は田、西は道路、南は田、北は水路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある

措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番と１２番、５番委員。 

 

○５番委員 

 ７号１１番について報告します。 

 申請地は笹峯公民館の南西に位置し、現況は畑である。農地区分は、農用地区域内の農地に該当する

と思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されて

いる。法定小作人なし。転用目的は鶏舎及び放鶏場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実

現は確実と思われる。計画面積は４，２１４㎡であり、鶏舎及び放鶏場に利用するためには相当な面積

であると思われる。申請地の東は道路、西は畑と山林、南は道路、北は畑である。隣接地については被

害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転

用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

 ７号１２番について報告します。 

 申請地は立岩公民館の西に位置し、現況は畑である。なお、昭和５４年３月頃、一部通路にしてしま

ったという始末書が添付されています。農地区分は、申請地に係る土地の周辺の地域において居住する

者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続施設に該当する

と思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されて

いる。法定小作人なし。転用目的は建売住宅、駐車場及び通路を建設するものであり、計画性も妥当で

あるため実現は確実と思われる。計画面積は１，１００㎡であり、建売住宅、駐車場及び通路に利用す

るためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南は５条申請地、北は宅地で

ある。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以

上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１３番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ７号１３番について報告します。 

 申請地は立岩公民館の西に位置し、現況は畑である。農地区分は、申請地に係る土地の周辺の地域に

おいて居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続

施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証

明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であ



 28 

るため実現は確実と思われる。計画面積は３９６㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥

当と思われる。申請地の東は宅地、西は５条申請地、南は道路、北は５条申請地である。隣接地につい

ては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由によ

り、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１４番、５番委員。 

 

○５番委員 

 ７号１４番について報告します。 

 申請地は二石田公民館の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当し

ない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため

問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設す

るものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，２１０㎡であり、車３

０台分の駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南は

原野、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないも

のと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１６番と１７番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ７号１６番について報告します。 

 申請地は里上公民館の北西に位置し、現況は山林である。なお、平成２７年２月頃、植林してしまっ

たという始末書が添付されています。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地の

その他の農地に該当すると思われる。資金の調達については植林済みのため不要。法定小作人なし。転

用目的は山林にするものであり植林済みである。計画面積は１，３３９㎡であり、申請地に全て植林済

みで相当な面積があると思われる。申請地の東は田、西は山林、南は鉄道用地、北は山林である。隣接

地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような

理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

 ７号１７番について報告します。 

 申請地は冨隈小学校の北に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域

が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金

の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は共同住宅及び駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思

われる。計画面積は４９０㎡であり、また、隣接地の宅地３２９．９７㎡を一体利用するもので、全体

計画面積は８１９．９７㎡である。共同住宅及び駐車場を建設するためには相当な面積であると思われ

る。申請地の東は宅地及び不耕作地、西は畑、南は不耕作地、北は宅地である。隣接地については被害

防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用
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はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１８番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ７号１８番について報告します。 

 申請地は真孝西集会場の南東に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に

供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区

域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は２８０㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は田、

西は田、南は田、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支

障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１９番、３７番委員に代わり３３番委員。 

 

○３３番委員 

 ７号１９番について報告します。 

 申請地は中須西公民館の北に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積

は３９３㎡であり、また、隣接地の宅地８３．８７㎡を一体利用するもので、全体計画面積は４７６．

８７㎡である。一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は田、西は道路、

南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はな

いものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２０番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

 ７号２０番について報告します。 

 申請地は宮内幼稚園の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定め

られている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達

については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積

は５１１㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるが、超過面積の理由書は添付されているため妥
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当と思われる。申請地の東は宅地、西は市道、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除

計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はや

むを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２１番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

 ７号２１番について報告します。 

 申請地は堀之頭公民館の南西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、拡張に係る部分の面積

が既存の敷地の２分の１の面積を超えないため、１種農地の既存施設の拡張に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は資材置場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は１，５００㎡であり、また、隣接地の雑種地３，２１８㎡を一体利用するもので、全体

計画面積は４，７１８㎡である。資材置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の

東は雑種地、西は不耕作地、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載して

ある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査担当委員の報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第７号「農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定について」の転用はやむを得ないということで許可という意見ですが、これについて、賛

成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

の転用は許可ということに決定いたしました。つきましては２６日開催の県農業会議に諮問いたします。 
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△ 議案第８号 「強制競売の買受適格証明願（転用目的）」について 

 

○議長（会長） 

次に議案第８号「強制競売の買受適格証明願（転用目的）について」を議題とします。当委員会に対

し、民事執行法等による買受適格証明１件が提出されましたが、隼人の２番が追加されましたので、計

２件について審議を求めます。なお、落札後、本申請は「農地法第５条許可申請」があった場合、会長

の判断で処理しうるか否かについても同時に審議を求めます。これも事前に現地調査が行われておりま

すので、調査担当委員の報告を求めます。隼人の１番と２番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ８号１番を報告します。 

 申請地は隼人塚団地公民館の西に位置し、現況は荒地である。農地区分は住宅の用若しくは事業の用

に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の

区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われ

る。資金の調達については自己資金であるため問題はないと思われる。また、資金証明も添付されてい

る。法定小作人はなし。転用目的は貸駐車場を建設するものであり、計画も妥当であるため実現は確実

と思われる。農地以外の土地、宅地を申請地と同時に利用するものであり、適当と思われる。全体計画

面積は８８３㎡であるため妥当であると思われる。申請地の東は宅地、西は荒地、南は荒地、北は道路

である。隣接農地については被害防除計画書に記載してある措置を取るため支障はないものと思われる。

以上のような理由により転用はやむを得ないと思われ、買受適格者であると思われる。以上です。 

 

 ８号２番を報告します。 

申請地は隼人塚団地公民館の西に位置し、現況は荒地である。農地区分は住宅の用若しくは事業の用に

供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区

域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題はないと思われる。また、資金証明も添付されている。

法定小作人はなし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。農地以外の土地、宅地を申請地と同時に利用するものであり、適当と思われる。全体計画面積は

６２４㎡であるため妥当であると思われる。申請地の東は宅地、西は荒地、南は荒地、北は道路である。

隣接農地については被害防除計画書に記載してある措置を取るため支障はないものと思われる。以上の

ような理由により転用はやむを得ないと思われ、買受適格者であると思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査担当委員の報告が終わりました。質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 
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 申請面積が違うのはどういう理由ですか？ 

 

○中吉主任主事 

 この申請面積が違うのは、複数筆競売にかかっていますが、そのうち農地が２筆であり、その他は宅

地等なので、一体利用の面積により申請面積が違います。 

 

○議長（会長） 

 他に質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案８号「強制競売の買受適格証明願（転用目

的）について」は、２件とも買受適格者であるとの意見ですが、これについて、承認の方の挙手を求め

ます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。次に、本申請があった場合、会長の判断で処理できるか否かについて、いかが

取り計らいましょうか。 

 

○        〔「会長一任」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 会長一任とのことでございますので、それでは、会長判断で処理することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案８号「強制競売の買受適格証明願（転用目的）について」は、２

件とも買受適格証明を発行するということに決定し、また、本申請があった場合は、会長の判断で処理

することに決定いたしました。 

 

 

 

 △ 議案第９号 「あっせん申出」について 

 

○議長（会長） 
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次に議案第９号「あっせん申出について」を議題とします。当委員会に対し、農地移動適正化あっせ

ん事業実施要領規定によるあっせん申出が、貸付希望３件、借受希望３件の計６件がなされましたので

審議を求めます。調査担当委員の現地調査報告をお願いします。貸付希望、国分の１番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

９号貸付希望の１番を報告します。 

この農地はヤマダ電機の西側にあり、良い農地ですので、あっせんを受けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

溝辺の２番、３５番委員。 

 

○３５番委員 

９号２番を報告します。 

 この農地は基盤整備前からの茶畑であります。今回抜根しており、また、傾斜しているので難しいか

と思われますが、あっせんを受けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

福山の３番、５番委員。 

 

○５番委員 

９号３番を報告します。 

申請地の６筆のうち２筆は南西に山があり、日当たりが悪いです。その地区ではほとんど田を作って

おりません。よって、この２筆についてはあっせんを受けられませんが、その他の農地については優良

農地ですので、あっせんを受けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

借受希望、国分の１番と２番、２５番委員。 

 

○２５番委員 

９号借受希望の１番と２番を報告します。 

希望者は精力的に規模拡大をされている方で、将来的には息子さんも農業をされたいとの事でした。

畑に関しては人を雇用する上において、夏場は水稲の仕事があるのですが、冬場には仕事が無くなるた

め、それを補うためにゴボウと里芋で仕事を作っていきたい、という意欲的な考えをお持ちですので、

あっせんを受けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

溝辺の３番、３番委員。 

 

○３番委員 

９号３番を報告します。 
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希望者は横川の方ですが、現在キュウリを６０ａ、白菜を１０ｈａ、キャベツを２ｈａ、水稲を２２

ａ作っており、一生懸命されている方です。あっせんを受けたいと思います。以上です。 

 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査担当委員の報告が終わりました。あっせんを受けるということですが、これについて質

疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案９号「あっせん申し出について」の、貸付

希望３件、借受希望３件のあっせんを行なうことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○          〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第９号は、貸付希望３件、借受希望３件のあっせんを行うことに

決定いたしました。 

それでは、あっせん委員を指名いたします。貸付希望の国分の１番を１７番委員と２５番委員に、溝

辺の２番を３５番委員と２番委員に、福山の３番を５番委員と３０番委員に、借受希望の国分の１番と

２番を２５番委員と１７番委員に、溝辺の３番を３番委員と４番委員に、以上の通りあっせん委員を指

名させていただきました。お互いに連絡を密にしてあっせん行動が整いますようお願いいたします。 

以上で平成２７年３月定例委員会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

次に「その他」はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

これで平成２７年第３回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

○高田事務局長 

 

 姿勢を正して下さい。一同、礼。本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 

「閉 会  午後 ４時４５分」 
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